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島
根
県
立
大
学
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
二
年
島
根
県
規
則
第
四
十
二
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
島
根
県
立
大
学
学
則
が
改
正
さ
れ
、
島
根
県
立
大
学
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
立
大
学
学
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表

(

第
四
十
五
条
関
係)

第
三
号
に
次
の
授
業
科
目
を
加
え
る
。

�


こ
の
学
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成��年�月��日 第�����号(�)

証
券
市
場
論

授
業
科
目
の
名
称

一
・
二
・
三
・
四
秋

配
当
年
次

必
修
単

位

数

選
択

二
自
由

備

考

第
一
、
五
〇
六
号

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

(

金
曜
日)

�
�

�
�島

根
県
立
大
学
学
則
の
一
部
改
正

(

総

務

課)

一

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
を
担
当
す
る
機
関
の
指

(

健
康
福
祉
総
務
課)

二

定生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
廃
止
の
届

(

〃

)

二

出身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定

(

障
害
者
福
祉
課)

二

島
根
県
中
山
間
地
域
活
性
化
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の
一
(

農

業

経

営

課)

三

部
改
正

島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の
一

(

〃

)

五

部
改
正

島
根
県
ゴ
ル
フ
場
農
薬
使
用
適
正
化
指
導
要
綱
の
一
部
改
正

(

生

産

振

興

課)

五

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
住
所
の
変
更

(

農

村

整

備

課)

七

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

(

〃

)
七

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

(

四
件)

(

〃

)
七

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

(

〃

)

八

換
地
計
画
書
の
縦
覧

(

〃

)

九

道
路
の
区
域
の
変
更

(

道

路

維

持

課)

九

道
路
の
共
用
開
始

(

〃

)

一
〇

県
道
の
路
線
の
認
定
の
一
部
改
正

(

〃

)

一
一

�
�財

団
法
人
都
道
府
県
会
館
の
災
害
共
済
事
業
経
営
状
況
の
公
表

(

管

財

課)

一
一

���������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

����������������������������������������

平
成
十
五
年
度
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
の
実
施

(

林

業

課)

一
一

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

(

都

市

計

画

課)

一
二

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

〃

)

一
二

�
�
�
�

個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定

一
二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
届
出
政
党

一
三

が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
当

該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る

政
見
放
送
の
回
数

����������������

���������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
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�

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
に
よ
る
医

療
扶
助
を
担
当
す
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
四
年
島
根
県
規
則
第
十
七

号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年�月��日 第�����号 (�)

Ｄ
Ｃ
Ｂ
薬
局
ラ
ピ
タ
店

小
林
薬
局
古
市
店

西
平
田
あ
お
ぞ
ら
薬
局

も
り
わ
き
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

た
な
か
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

本
田
医
院

医
療
機
関
の
名
称

出
雲
市
今
市
町
八
七

仁
多
郡
横
田
町
大
字
下
横
田
四
二

一
番
地
一
一

平
田
市
西
平
田
町
二
四
三
番
地
一

大
田
市
大
田
町
大
田
街
区
番
号
二

〇
符
号
②
―
一

松
江
市
上
乃
木
九
丁
目
一
―
一
〇

簸
川
郡
湖
陵
町
大
字
二
部
一
八
〇

二
―
一 所

在

地

平
成
十
五
年
八
月
一
日

平
成
十
五
年
九
月
一
日

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

平
成
十
五
年
七
月
三
十
日

平
成
十
五
年
八
月
二
十
日

平
成
十
五
年
八
月
九
日

指
定
年
月
日

お
お
つ
か
薬
局

石
田
胃
腸
科
医
院

医
療
機
関
の
名
称

松
江
市
東
本
町
四
丁
目
一
二
四

松
江
市
南
田
町
九
九
―
二

所

在

地

平
成
十
五
年
七
月
三
十
一
日

平
成
十
五
年
八
月
三
十
一
日

廃
止
年
月
日

長
谷
川
賢
作

硲
田

猛
真

竹
内

英
二

片
岡

英
幸

和�

雄
一
郎

医
師
の
氏
名

耳
鼻
咽
喉
科

耳
鼻
咽
喉
科

耳
鼻
咽
喉
科

耳
鼻
咽
喉
科

循
環
器
科

内
科

呼
吸
器
科

診
療
科
目

広
瀬
町
立
広

瀬
病
院

広
瀬
町
立
広

瀬
病
院

広
瀬
町
立
広

瀬
病
院

広
瀬
町
立
広

瀬
病
院

医
療
法
人
好

生
堂

和�

医
院 名

称
従

事

す

る

医

療

機

関

能
義
郡
広
瀬
町
広
瀬
一
九
三

一 能
義
郡
広
瀬
町
広
瀬
一
九
三

一 能
義
郡
広
瀬
町
広
瀬
一
九
三

一 能
義
郡
広
瀬
町
広
瀬
一
九
三

一 鹿
足
郡
津
和
野
町
大
字
後
田

ロ
四
〇
五

所

在

地

〃 〃 〃 〃 平
成
十
五
年
九
月

三
日 指

定
年
月
日
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�

島
根
県
中
山
間
地
域
活
性
化
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱(

平
成
三
年
島
根
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

別
表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成��年�月��日 第�����号(�)

加
藤

芳
朗

内
科

大
和
村
国
民

健
康
保
険
診

療
所

邑
智
郡
大
和
村
都
賀
本
郷
一

六
三

〃



島 根 県 報平成��年�月��日 第�����号 (�)

三

措
置
要

綱
第
二
の

二
の
三�
の

生
活
環
境

施
設
整
備

資
金

二

措
置
要

綱
第
二
の

二
の
二�
の

保
健
機
能

増
進
施
設

整
備
資
金

一

措
置
要

綱
第
二
の

二
の
一�
の

加
工
流
通

施
設
整
備

資
金 中

山
間
地
域
活
性
化
資
金
の
種
類

農
業
協
同
組
合
等
に
貸
し
付
け

る
場
合

農
業
協
同
組
合
等
以
外
の
者
に

貸
し
付
け
る
場
合

大
企
業
に
貸
し
付
け
る
場
合

大
企
業
以
外

の
者
に
貸
し

付
け
る
場
合

大
企
業
に
貸
し
付
け
る
場
合

大
企
業
以
外

の
者
に
貸
し

付
け
る
場
合

貸
付
金
の
う
ち

二
億
七
千
万
円

を
超
え
る
部
分

貸
付
金
の
う
ち

二
億
七
千
万
円

以
下
の
部
分

貸
付
金
の
う
ち

二
億
七
千
万
円

を
超
え
る
部
分

貸
付
金
の
う
ち

二
億
七
千
万
円

以
下
の
部
分

年
一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
二
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
五
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
七
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
〇
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
二
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
五
パ

ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
七
年
以

内
の
場
合

融
資
機
関
が
措
置
要
綱
第
三
の
二
の
ア
、
ウ
及
び
オ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場

合

利

子

補

給

率

年
一
・
二
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
四
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
七
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
九
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
二
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
四
五

パ
ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
七
年
を

超
え
九
年

以
内
の
場

合

年
一
・
一
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
三
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
六
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
八
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
一
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
三
五

パ
ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
九
年
を

超
え
十
年

以
内
の
場

合

年
一
・
〇
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
二
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
五
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
七
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
〇
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
二
五

パ
ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
十
年
を

超
え
十
二

年
以
内
の

場
合

年
〇
・
九
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
一
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
四
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
六
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
九
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
一
五

パ
ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
十
二
年

を
超
え
十

四
年
以
内

の
場
合

年
〇
・
八
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
〇
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
一
・
三
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
五
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
八
パ

ー
セ
ン
ト

年
一
・
〇
五

パ
ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
十
四
年

を
超
え
十

五
年
以
内

の
場
合

年
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
四
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
六
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
九
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
一
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
四
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
六
五

パ
ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
七
年
以

内
の
場
合

融
資
機
関
が
措
置
要
綱
第
三
の
二
の
イ
、
エ
、
カ
及
び
キ
に
掲
げ
る
者
で
あ

る
場
合

年
〇
・
三
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
六
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
八
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
一
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
三
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
六
パ

ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
七
年
を

超
え
九
年

以
内
の
場

合

年
〇
・
二
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
五
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
七
五

パ
ー
セ
ン
ト

―

年
〇
・
二
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
五
パ

ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
九
年
を

超
え
十
年

以
内
の
場

合

年
〇
・
一
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
四
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
六
五

パ
ー
セ
ン
ト

―

年
〇
・
一
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
四
パ

ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
十
年
を

超
え
十
二

年
以
内
の

場
合

年
〇
・
〇
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
三
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
五
五

パ
ー
セ
ン
ト

―

年
〇
・
〇
五

パ
ー
セ
ン
ト

年
〇
・
三
パ

ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
十
二
年

を
超
え
十

四
年
以
内

の
場
合

―

年
〇
・
二
パ

ー
セ
ン
ト

年
〇
・
四
五

パ
ー
セ
ン
ト

― ―

年
〇
・
二
パ

ー
セ
ン
ト

貸
付
期
間

が
十
四
年

を
超
え
十

五
年
以
内

の
場
合

�
�
(

第
二
条
関
係)



島 根 県 報
�

�

�
こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
中
山

間
地
域
活
性
化
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
八
月
二
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

�

平
成
十
五
年
八
月
二
十
日
前
に
系
統
等
民
間
資
金
を
原
資
と
す
る
中
山
間
地
域
活
性
化
資
金
の
融
通

に
関
す
る
措
置
要
綱

(

平
成
二
年
六
月
七
日
付
け
二
農
経
Ａ
第
六
百
三
十
五
号
農
林
水
産
事
務
次
官
依

命
通
知)

第
四
の
三�
の
規
定
に
よ
り
利
子
補
給
の
決
定
を
受
け
て
い
る
中
山
間
地
域
活
性
化
資
金
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

�
�
�
�
�
�
	


	
�
�


島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱(

平
成
十
二
年
島
根
県
告
示
第
百
九
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

別
表
貸
付
条
件
の
欄
中

｢

年
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト｣

を

｢

年
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。

�
�

�

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
利
子
補
給
金
交
付
要
綱
の
規
定
は
、

平
成
十
五
年
八
月
二
十
日
以
降
に
貸
し
付
け
ら
れ
る
島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
島
根
ぶ
ど
う
災
害
緊
急
特
別
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

�
�
�
�
�
�
	


	
�
	


島
根
県
ゴ
ル
フ
場
農
薬
使
用
適
正
化
指
導
要
綱

(

平
成
八
年
島
根
県
告
示
第
千
七
十
五
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

第
三
条
第
二
項
中

｢

製
造
業
者｣

を

｢

製
造
者｣

に
、

｢

輸
入
業
者｣

を

｢

輸
入
者｣

に
、

｢

販
売
業

者｣

を

｢

販
売
者｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

前
二
項
の
規
定
は
、
事
業
者
か
ら
ゴ
ル
フ
場
に
お
け
る
農
薬
を
使
用
す
る
防
除
の
委
託
を
受
け
た
者

に
準
用
す
る
。

第
六
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
号

を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中

｢

前
二
号｣

を

｢

前
三
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一

号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

農
薬
を
使
用
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
規
準
を
定
め
る
省
令

(

平
成
十
五
年
農
林
水
産
省
・
環
境
省

令
第
五
号
。
以
下

｢

省
令｣

と
い
う
。)

に
規
定
す
る
基
準

第
十
条
第
二
項
中

｢

事
業
者
は｣

の
下
に

｢

、
実
施
の
確
定
後
速
や
か
に
様
式
第
二
号
に
よ
り
空
中
散

布
実
施
事
前
通
知
書
を｣

を
加
え
、

｢

様
式
第
二
号｣

を

｢

様
式
第
三
号｣

に
、

｢

様
式
第
三
号｣

を

｢

様
式
第
四
号｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

様
式
第
四
号｣

を

｢

様
式
第
五
号｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
三
項
中

｢

様
式
第
五
号｣

を

｢

様
式
第
六
号｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中

｢

第
六
条
第
六
号
ハ｣

を

｢

第
六
条
第
七
号
ロ｣

に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
を
様
式
第
六
号
と
し
、
様
式
第
四
号
を
様
式
第
五
号
と
し
、
様
式
第
三
号
中

｢第
��条
の

第
�
項
｣

を

｢第
��条
第
�
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

様
式
第
二
号
中｢第

��条
の
第
�
項
｣

を｢第
��条
第
�
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
し
、

様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

平成��年�月��日 第�����号(�)



島 根 県 報平成��年�月��日 第�����号 (�)

����� (第��条関係)

年 度 空 中 散 布 実 施 事 前 通 知 書

年 月 日

島根県知事 様

ゴルフ場の名称：

ゴルフ場の所在地：

事 業 者 の 氏 名： �

(法人にあっては､ 名称及び代表者の氏名)

ゴルフ場における空中散布を下記のとおり計画しましたので､ 島根県ゴルフ場農薬使用適正化指導要綱第��条第

�項の規定に基づき提出します｡

記

	 実施予定日時

� 実施予定区域


 対象作物 (品種) 名､ 病害虫名及び面積

� 散布農薬

� 農薬名

� 剤型

� 希釈倍率

� 散布量 (�・�／��)

(注) 事業者の氏名 (法人にあっては､ 代表者の氏名) を自署する場合には､ 押印を省略することができる｡



島 根 県 報
�

�

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
	


	
�
�


土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
住
所
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

江
津
市
土
地
改
良
区

一

退
任
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

理
事

大
江

�
治

江
津
市
波
子
町
イ
一
二
五
五
番
地
二
三
八

渡
邊

俊
幸

江
津
市
波
積
町
本
郷
二
八
七
番
地

野
原

昭
仁

江
津
市
都
野
津
町
二
一
六
九
番
地
二

二

住
所
を
変
更
し
た
役
員
の
氏
名
及
び
住
所

�
�
�
�
�
�
	


	
�
�


土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
田
市
祖

式
町
祖
式
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
を
平
成
十
五
年
九
月
十
日
付
け
で
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
	


�
�


土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

飯
石
北

(

掛
合)

地
区
を
受
益
地
域
と
す
る
農
道
事
業

(

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業)

の
計
画
を

変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
事
業
計
画
の
変
更
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了

後
十
五
日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

飯
石
北

(

掛
合)

地
区
農
道
事
業

(

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業)

変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

告
示
の
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

掛
合
町
役
場

�
�
�
�
�
�
	


�
�
�


土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

飯
石
北

(
掛
合)

地
区
を
受
益
地
域
と
す
る
用
排
水
施
設
事
業

(

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業)

の

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
事
業
計
画
の
変
更
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了

後
十
五
日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平成��年�月��日 第�����号(�)

理

事

理

事

理
事

監
事
の
別

小
川

�

笠
井

薫

氏

名

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

住

所

江
津
市
川
平
町
平
田
イ
一
七
一
番
地

江
津
市
川
平
町
平
田
イ
八
六
五
番
内
第
二
地

江
津
市
嘉
久
志
町
イ
二
三
〇
六
番
地
七
六

江
津
市
金
田
町
ロ
二
八
三
番
地



島 根 県 報

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

飯
石
北

(
掛
合)

地
区
用
排
水
施
設
事
業

(

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業)

変
更
計
画
書
の
写

し
二

縦
覧
の
期
間

告
示
の
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

掛
合
町
役
場

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

飯
石
北

(

三
刀
屋)

地
区
を
受
益
地
域
と
す
る
農
道
事
業

(
県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業)

の
計
画

を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
事
業
計
画
の
変
更
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了

後
十
五
日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

飯
石
北

(

三
刀
屋)

地
区
農
道
事
業

(

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業)

変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

告
示
の
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

三
刀
屋
町
役
場

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

飯
石
北

(

三
刀
屋)

地
区
を
受
益
地
域
と
す
る
用
排
水
施
設
事
業

(

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業)

の
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
事
業
計
画
の
変
更
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了

後
十
五
日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

飯
石
北

(

三
刀
屋)

地
区
用
排
水
施
設
事
業

(

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業)

変
更
計
画
書
の

写
し

二

縦
覧
の
期
間

告
示
の
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

三
刀
屋
町
役
場

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
者
か
ら
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
施
行
に
つ
い
て
協
議
が
あ
り
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
土

地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
か
ら
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年�月��日 第�����号 (�)

大
東
町

事
業
主
体
名

芹
谷
地
区
農
道
事
業

(

基
盤
整

備
促
進
事
業)

事

業

名

土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し

縦
覧
に
供
す
る

書
類
の
名
称

告
示
の
日
か
ら

二
十
一
日
間

縦
覧
の
期
間

大
東
町
役

場 縦
覧
の

場

所



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仁
多
町
長
か
ら
里
田
地
区
の
換
地
計
画
認
可
の
申
請
が
あ
り
、
同

法
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
の
結
果
こ
れ
を
適
当
と
決
定
し
た
か
ら
、
同
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
利
害
関
係
人
で
当
該
換
地
計
画
に
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
後
十
五

日
以
内
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

換
地
計
画
書

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
二
十
一
日
間

三

縦
覧
の
場
所

仁
多
町
役
場

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�

道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
土
木
建
築
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年�月��日 第�����号(�)

〃

県

道

道
路
の
種
類

下
府
江
津
線

は
ま
だ
リ
ゾ
ー
ト

線
路

線

名

江
津
市
敬
川
町
三
五
一
番
一
地
先
か
ら
同
町
八
八
番
地

ま
で

江
津
市
敬
川
町
三
五
一
番
一
地
先
か
ら
同
町
三
七
〇
番

一
地
先
ま
で

浜
田
市
上
府
町
イ
二
四
四
五
番
三
〇
地
先
か
ら
同
町
イ

一
四
七
六
番
四
地
ま
で

浜
田
市
上
府
町
イ
二
四
四
五
番
三
〇
地
先
か
ら
同
町
イ

一
四
四
〇
番
五
地
先
ま
で

区

間

道

路

の

区

域

Ｂ

後

Ａ

前

Ａ Ｂ

後

Ａ

前

Ａ

変
更
前

後
の
別

一
四
・
五
〇
〜

一
二
〇
・
〇
〇

一
六
・
〇
〇
〜

一
七
・
〇
〇

一
六
・
〇
〇
〜

一
七
・
〇
〇

一
三
・
一
〇
〜

六
七
・
〇
〇

一
三
・
一
〇
〜

五
五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
三
・
一
〇
〜

五
五
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

五
三
二
・
〇
〇

一
五
〇
・
〇
〇

一
五
〇
・
〇
〇

二
二
三
・
二
〇

一
八
五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
八
五
・
〇
〇

延

長

浜
田
土
木
建
築
事
務
所

管
轄
す
る
土
木
建
築
事

務
所
の
名
称

〃上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

Ｂ
は
一
般
国
道
九
号

(

江
津
道
路)

江
津
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
接
続

区
間

道
路
改
良
工
事

上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

Ｂ
は
一
般
国
道
九
号

(

江
津
道
路)

江
津
西

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
接

続
区
間

備

考



島 根 県 報平成��年�月��日 第�����号 (��)

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

県

道

一
般
国
道

道
路
の
種
類

下
府
江
津
線

は
ま
だ
リ
ゾ
ー
ト

線 石
見
福
光
停
車
場

線 下
横
田
出
雲
三
成

停
車
場
線

〃 掛
合
上
阿
井
線

〃 〃 本
庄
福
冨
松
江
線

三
百
十
四
号

路

線

名

江
津
市
敬
川
町
三
五
一
番
一
地
先
か
ら
同
町
八
八
番
地

ま
で

浜
田
市
上
府
町
イ
二
四
四
五
番
三
〇
地
先
か
ら
同
町
イ

一
四
七
六
番
四
地
ま
で

邇
摩
郡
温
泉
津
町
大
字
福
光
ハ
四
五
五
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
イ
三
〇
〇
番
地
先
ま
で

仁
多
郡
仁
多
町
大
字
三
成
六
六
五
番
二
五
地
先
か
ら
同

大
字
六
六
五
番
一
地
先
ま
で

飯
石
郡
吉
田
村
大
字
吉
田
四
三
二
三
番
六
地
先
か
ら
同

地
番
先
ま
で

飯
石
郡
吉
田
村
大
字
吉
田
四
三
二
三
番
九
地
先
か
ら
同

大
字
四
三
二
四
番
七
地
先
ま
で

松
江
市
大
海
崎
町
字
平
清
水
一
三
一
番
一
地
先
か
ら
同

字
九
番
一
地
先
ま
で

松
江
市
大
海
崎
町
字
平
清
水
六
〇
番
一
地
先
か
ら
同
町

字
大
廻
三
番
四
地
先
ま
で

松
江
市
大
海
崎
町
七
一
七
番
地
先
か
ら
同
町
字
石
場
四

九
一
番
一
地
先
ま
で

仁
多
郡
仁
多
町
大
字
三
成
一
三
二
九
番
五
地
先
か
ら
同

大
字
六
六
五
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

五
三
二
・
〇
〇

二
二
三
・
二
〇

二
七
八
・
〇
〇

二
五
・
五
〇

一
三
一
・
〇
〇

八
五
・
五
〇

三
三
〇
・
八
〇

三
九
〇
・
〇
〇

三
二
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

二
八
七
・
〇
〇

延

長

〃 平
成
十
五
年
九
月
二

十
一
日

〃 平
成
十
五
年
九
月
十

九
日

平
成
十
五
年
九
月
三

十
日

〃 〃 〃 〃 平
成
十
五
年
九
月
十

九
日 供

用
開
始
年
月
日

〃

浜
田
土
木
建
築
事
務
所

大
田
土
木
建
築
事
務
所

仁
多
土
木
事
務
所

〃

木
次
土
木
建
築
事
務
所

〃 〃

松
江
土
木
建
築
事
務
所

仁
多
土
木
事
務
所

管
轄
す
る
土
木
建
築
事

務
所
又
は
土
木
事
務
所

の
名
称

備

考

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

道
路
の
供
用
を
次
の
よ
う
に
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
土
木
建
築
事
務
所
又
は
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
	


	
�

県
道
の
路
線
の
認
定(

平
成
七
年
島
根
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

表
の
三
三
〇
の
項
中

｢
嘉
久
志
イ
ン
タ
ー
線｣

を

｢

江
津
イ
ン
タ
ー
線｣

に
、

｢

嘉
久
志
イ
ン
タ
ー｣

を

｢

江
津
イ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

�
�

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)
第
二
百
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

財
団
法
人
都
道
府
県
会
館
か
ら
平
成
十
四
年
度
の
災
害
共
済
事
業
経
営
状
況
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

建
物
・
自
動
車
共
済
事
業

分
担
金
そ
の
他
収
入

四
、
四
五
六
、
七
二
八
、
五
四
〇
円

災
害
共
済
金
経
費
そ
の
他
支
出

二
、
五
〇
二
、
四
四
三
、
五
〇
七
円

正
味
財
産

二
一
、
〇
一
三
、
五
六
八
、
七
七
三
円

二

機
械
損
害
共
済
事
業

分
担
金
そ
の
他
収
入

一
、
一
五
九
、
七
六
四
、
九
九
七
円

災
害
共
済
金
経
費
そ
の
他
支
出

四
六
九
、
九
四
〇
、
二
八
一
円

正
味
財
産

六
、
一
一
六
、
九
〇
四
、
七
一
六
円

島
根
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
五
十
九
年
島
根
県
条
例
第
二
十
九
号
。
以

下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
度
島
根
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試

験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
島
根
県
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭

和
六
十
年
島
根
県
規
則
第
十
号
。
以
下

｢

施
行
規
則｣

と
い
う
。)

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

試
験
方
法

試
験
は
、
筆
記
試
験
及
び
口
述
試
験
と
す
る
。

�

筆
記
試
験
は
、
林
業
改
良
指
導
員
と
し
て
必
要
な
林
業
に
関
す
る
技
術
及
び
知
識
に
つ
い
て
、
次

に
掲
げ
る
必
須
科
目
及
び
選
択
科
目
を
行
う
。
た
だ
し
、
選
択
科
目
に
つ
い
て
は
、
受
験
者
の
選
択

す
る
一
科
目
と
す
る
。

�

口
述
試
験
は
、
社
会
常
識
及
び
林
業
改
良
指
導
員
と
し
て
必
要
な
能
力
に
つ
い
て
行
う
。

二

試
験
の
場
所
、
期
日
及
び
願
書
提
出
期
限
等

�

試
験
の
場
所

松
江
市
内
中
原
町
五
二
番
地

島
根
県
職
員
会
館

�

試
験
の
期
日

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

(

火)

�
願
書
提
出
期
限

平
成
十
五
年
十
月
二
十
九
日

(

火)

�

願
書
提
出
先

郵
便
番
号
六
九
○
―
八
五
○
一

松
江
市
殿
町
一
番
地

島
根
県
農
林
水
産
部
林
業
課

平成��年�月��日 第�����号(��)

�

林
業
経
営

�

造
林

�

森
林
保
護

�

森
林
機
能
保
全

�

林
産

�

特
用
林
産

�

林
業
機
械

�

普
及
方
法

(

小
論
文)

必

須

科

目

�

森
林
保
護

�

森
林
機
能
保
全

�

林
産

�

特
用
林
産

�

林
業
機
械

選

択

科

目



島 根 県 報

三

受
験
資
格

条
例
第
三
条
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

四

受
験
資
格
の
認
定

条
例
第
三
条
第
四
号
に
該
当
す
る
者
は
、
施
行
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
受
験
資
格
の
認
定
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

受
験
願
書
等

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
に
施
行
規
則
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
書
留
に
よ
る
こ
と
。

六

受
験
手
数
料
の
納
付

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
手
数
料
三
千
六
百
円

(

島
根
県
収
入
証
紙)

を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

七

受
験
願
書
等
の
交
付

受
験
願
書
等
受
験
に
必
要
な
用
紙
は
、
農
林
水
産
部
林
業
課

(

普
及
特
用
林
産
係)

、
各
農
林
振
興

セ
ン
タ
ー

(

林
業
課)

及
び
隠
岐
支
庁
農
林
局

(

林
業
課)

に
お
い
て
交
付
す
る
。

な
お
、
受
験
願
書
等
の
用
紙
を
郵
便
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
、

｢

林
業
改
良
指
導

員
資
格
試
験
願
書
等
請
求｣

と
朱
書
し
、
あ
て
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒

(

長
形
三
号
、
九
十
円
切

手
を
貼
付)

を
必
ず
同
封
す
る
こ
と
。

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市

計
画
の
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

出
雲
都
市
計
画
道
路

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

斐
川
町
大
字
富
村
、
併
川
及
び
神
氷

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
及
び
斐
川
町
役
場

四

閲
覧
期
間

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
三
日
ま
で

(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除
く)

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
広
告
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
発
区
域

八
束
郡
玉
湯
町
大
字
玉
造
一
四
〇
七
番
地
一

外
四
筆

面
積

一
、
二
六
五
・
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

八
束
郡
玉
湯
町
大
字
玉
造
二
五
二
番
地

竹
下
正
信

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�

公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
施
設
と
し

て
指
定
を
し
た
旨
益
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

津

田

和

美

平成��年�月��日 第�����号 (��)



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

政
見
放
送
及
び
経
歴
放
送
実
施
規
程

(

平
成
六
年
自
治
省
告
示
第
百
六
十
五
号)

第
二
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
届
出
政
党
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放

送
の
回
数
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

な
お
、
平
成
十
二
年
島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

(

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙

に
お
け
る
候
補
者
届
出
政
党
が
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
当
該
一
般
放
送

事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
政
見
放
送
の
回
数)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

津

田

和

美

平成��年�月��日 第�����号(��)

益
田
市
立
小
野
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー 施

設
の
名
称

益
田
市
戸
田
町
イ
五
〇
一
番
地

所

在

地

平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日

指
定
年
月
日

山
陰
中
央
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
株
式
会
社

日
本
海
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
株
式
会
社

一

般

放

送

事

業

者

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン

放

送

一一
回

数



平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
印
刷

平
成
十
五
年
九
月
十
九
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報平成��年�月��日 第�����号 (��)


